
 

新型コロナウイルスに関する山口県庁内対策連絡会議設置要綱 
 
 

（目的） 
第１条 
 令和元年 12月に中国で発生した新型コロナウイルス対策について、情報の共有等を通じて、関
係部局の連携を強化し、必要な対策が講じられるよう「新型コロナウイルスに関する山口県庁内対
策連絡会議」（以下「連絡会議」という。）を設置する。 
 
（所掌事務） 
第２条 
連絡会議は、次に揚げる事項を行う。 

(1)  新型コロナウイルスに関する情報収集に関すること 
(2)  新型コロナウイルスに対する必要な対策に関すること 
(3)  その他必要な事項 
 
（組織） 
第３条 
１ 連絡会議は、別表に揚げる者をもって構成する。 
２ 会長が必要と認める場合は、新たな関係課・室を推進会議に追加することができる。 
３ 会長が必要と認める場合は、関係者に対し、オブザーバーとして連絡会議への出席を要請する
ことができる。 

４ 会長が必要と認める場合は、担当者会議を開催することができる。 
 

（会長及び副会長） 
第４条 
１ 連絡会議に会長及び副会長を置く。 
２ 会長は健康福祉部部次長（技術）を、副会長は山口県環境保健センター所長をもって充てる。 
３ 会長は、連絡会議を総括する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。 
 
（事務局） 
第５条 
連絡会議の事務局は、健康増進課に置く。 
 

附則 
この要綱は、令和２年１月２８日から施行する。 
この要綱は、令和５年５月８日から施行する。 
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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